
臨時給付金の申請は12月24日までです
臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請は12月24日(水)までです。
まだ申請を済ませていない方は、お早めに手続きください。

臨時福祉給付金がもらえる人
住民税が課税されていない方とその家族

子育て世帯臨時特例給付金がもらえる人
平成26年１月分の児童手当が支給されている方（現在高校１年生
のお子さんを扶養されている方も対象です。ただし、所得制限が
あります）
給付金をもらうためには
名寄市役所名寄庁舎、風連庁舎、智恵文支所で申請できます。
必要な物…印鑑、振り込み先の通帳、申請する方全員の身分証明書
※公務員で子育て世帯臨時特例給付金対象の場合は児童手当受給状況証明書を合わせてお持ちください。

詳しくは名寄市より郵送しました「お知らせし
ます２つの給付金」をご覧ください。
よくわからない方は市役所へ相談ください。

問い合わせ　　０１６５４③２１１１　
　　　　　　 ■臨時福祉給付金窓口 (名寄庁舎2階 社会福祉課福祉総務係 内線３２２２)
　　　　　　 ■子育て世帯臨時特例給付金窓口（名寄庁舎2階 こども未来課こども未来係 内線３２４１）

｢臨時給付金」や「子育て世帯臨時福祉給付金｣の
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意くだ
さい。

臨時福祉給付金がもらえない人
住民税（市民税）が課税されている方
課税されている人に扶養されている方
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